


第１８回青梅市選挙管理委員会日程

令 和 ７ 年 １ 月 ２ １ 日

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分

市 役 所 ６ 階

選 管 事 務 室

１ あいさつ 川鍋委員長

２ 報告事項 (1) 行事報告について

(2) 令和６年市議会定例会令和７年２月定例議会会議予定

案について

３ 議 事 議案第３５号 選挙人名簿の登録日について

４ そ の 他 (1) 今後の行事予定について

(2) 次回委員会の開催日程について

日 時 令和７年２月 日（ ）午前１０時００分

会 場 市役所 階 会議室

議 題 東京都議会議員選挙（青梅市選挙区）立候補

予定者説明会の日程について

(3) その他



行事報告

（１）全選連関係

（２）都市選連関係

（３）明るい選挙推進関係

１２月１７日
全 選 連 東 京 支 部

委 員 ・ 局 長 合 同 研 修
赤坂区民センター 14：00 委員長、委員、局長

１２月１３日
都 市 選 連

1 B 次 長 ・ 係 長 会
あ き る 野 市 役 所 14:00 係長

１月１７日
都 市 選 連

次 長 ・ 係 長 会
東 京 自 治 会 館 15:00 係長

１２月１８日
５ 市 共 催

合 同 研 修 会
S＆Dたまぐーセンター 14:00

会長、役員、事務局

委員長・委員

1



令和 6 年市議会定例会令和 7 年２月定例議会会議予定案

※現時点での予定であり、変更になる場合があります。

月日（曜日） 時 間 会 議 備 考

２

月

13 日（木） 午前 9時 15 分 議会運営委員会

～

18 日（火） 午前 10 時 本会議 施政方針演説、議案審議等

19 日（水）

20 日（木）

21 日（金） 午後 3時 議会運営委員会

22 日（土）

23 日（日）

24 日（月）

25 日（火） 常任委員会

26 日（水）

27 日（木） 常任委員会

28 日（金） 常任委員会

３

月

１日（土）

２日（日）

３日（月） 午前 10 時 予算決算委員会

予算決算委終了後 全員協議会

４日（火） 午前 10 時 本会議 一般質問

５日（水） 午前 10 時 本会議 一般質問

６日（木） 午前 10 時 本会議 一般質問

７日（金）

８日（土）

９日（日）

10 日（月） 午前 9時 15 分 議会運営委員会

午前 10 時 本会議 委員会審査報告等

11 日（火）

12 日（水）

13 日（木） 午前 10 時 予算決算委員会

14 日（金） 午前 10 時 予算決算委員会

15 日（土）

16 日（日）

17 日（月） 午前 10 時 予算決算委員会

18 日（火） 午前 10 時 予算決算委員会

19 日（水）

～

24 日（月）

25 日（火） 午前 9時 15 分 議会運営委員会

午前 10 時 本会議 委員会審査報告等
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議案第３５号

選挙人名簿の登録日について

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により、

令和７年３月１日、６月１日および１２月１日現在における選挙人名簿の

登録について、登録を行う日を次のとおり定める。

登録を行う日 令和７年３月１日を令和７年３月３日とする。

令和７年６月１日を令和７年６月２日とする。

令和７年１月２１日

提出者 青梅市選挙管理委員会

委員長 川 鍋 信 夫
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〈議案第３５号資料〉

○ 公職選挙法

（登録）

第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現在により、当該

市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日（同日が地方自治法第四条の二第一項の規定

に基づき条例で定められた地方公共団体の休日（以下この項及び第二百七十条第一項において「地方公

共団体の休日」という。）に当たる場合（当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が

行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日

までの間にあるときを除く。）には、登録月の一日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。

以下この項において「通常の登録日」という。）に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、

市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録

の日を通常の登録日後に変更することができる。

２～４（省略）

○ 公職選挙法施行令

（登録日等の告示）

第十四条 市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録を行う日

を、同項の規定により登録月の一日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場

合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録

を行う日を告示しなければならない。

２（省略）

4



今後の行事予定

（１）都市選連関係

（２）明るい選挙推進協議会関係

１月２３日
都 市 選 連

局 長 ・ 次 長 ・ 係 長 研 修 会
東 京 自 治 会 館 13:30 局長、係長

２月 ４日
都 市 選 連 １ Ｂ

委 員 長 ・ 局 長 会
あ き る 野 市 役 所 11:00 委員長、局長

２月１７日
都 市 選 連

事 務 局 長 会
東 京 自 治 会 館 15:00 局長

２月１９日
都 市 選 連

委 員 長 ・ 委 員 合 同 研 修 会
ホテル日航立川東京 15:00 委員長、委員、局長

３月 ７日
都 市 選 連

次 長 ・ 係 長 会
東 京 自 治 会 館 14:00 係長

２月７日
東京都市明るい選挙推進協議会

連合会第１ブロック会長会議
昭 島 市 立 昭 和 会 館 16:00 会長、局長
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